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昭
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と
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特
別
区
人
事
及
び
厚
生
事
務
組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約

特
別
区
人
事
及
び
厚
生
事
務
組
合
規
約
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
日
東
京
都
知
事
許
可
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
三
条
第
九
号
イ
中
「
路
上
生
活
者
対
策
事
業
の
紹
介
・
利
用
あ
つ
せ
ん
並
び
に
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
退
所
者
等
に
対
す
る
訪
問
等
に
よ
る
状
況
把
握
及

び
相
談
・
助
言
・
指
導)

に
関
す
る
事
務
」
を
「
路
上
生
活
者
対
策
事
業
等
の
紹
介
・
利
用
あ
つ
せ
ん
を
行
う
事
業
を
い
う
。)

の
実
施
に
関
す
る
事
務
」
に

改
め
、
同
号
ロ
中
「(

実
状
に
合
わ
せ
た
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
た
め
、
一
時
的
に
保
護
を
行
う
事
業
を
い
う
。)

の
う
ち
、
宿
泊
援
護
、
生
活
指
導
及
び
健

康
診
断
に
関
す
る
事
務
」
を
「(
路
上
生
活
者
の
一
時
的
な
保
護
及
び
そ
の
実
状
に
応
じ
た
社
会
復
帰
へ
の
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。)

の
実
施
に
関
す
る

事
務
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「(
就
労
に
よ
る
自
立
を
支
援
す
る
事
業
を
い
う
。)

の
う
ち
、
宿
泊
援
護
及
び
生
活
相
談
に
関
す
る
事
務
」
を
「(

路
上
生
活

者
の
就
労
に
よ
る
自
立
及
び
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。)

の
実
施
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。ニ

地
域
生
活
継
続
支
援
事
業
（
路
上
生
活
者
自
立
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
終
了
し
た
者
に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を
行
う
事
業
を
い
う
。)

の
実

施
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別

紙
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援
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援
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し
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路
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援
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援
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路に
上関
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括る
者事
自務
立

支

援

事
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就

労
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ち
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を
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事

業
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実

状
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